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障 号 外 

令和４年８月５日 

 

 

 障害福祉サービス事業所等運営法人 代表者 殿 

 

宮城県保健福祉部障害福祉課長 

（ 公  印  省  略 ） 

 

 

本県における新型コロナウイルス感染症対策について（依頼） 

 

 本県の障害福祉行政の推進につきまして，日頃格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

 また，現下の困難な状況の下，障害児や障害者に対するサービスの提供に努めていただい

ていることに感謝申し上げます。 

 さて，このことについて，令和４年８月５日に宮城県新型コロナウイルス感染症対策本

部において別添のとおり「みやぎＢＡ.５対策強化宣言」を発令しましたので，御承知願い

ますとともに，職員，利用者及び利用者の御家族様にも下記の項目について，御協力をい

ただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

１ 「みやぎＢＡ.５対策強化宣言」について 

 別添資料のとおりです。 

 なお，県ホームページにも掲載しています。 

 https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/（県のホームページ） 

 

２ ワクチン接種の加速化及び抗原定性検査キット等による頻回検査について 

 オミクロン株の特徴等を踏まえた対策の「４本柱」は以下のとおりです。 

① ワクチン接種の加速化 

② 教育・保育現場での感染防止対策の徹底 

③ 高齢者施設・障害者施設での感染抑止・事業継続 

④ テレワーク・時差出勤等の更なる推進 

 

https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/


対策の「４本柱」①に掲げられているとおり，更なる感染拡大防止のため，利用

者，職員のワクチン３回目接種の加速化は重要であり，また，基礎疾患を有する方な

ど重症化リスクが高い方，障害福祉施設等従事者は４回目接種を受けることが可能で

すので，引き続き，ワクチンの接種可能な利用者，職員に対する早期の追加接種につ

いて，本人及び御家族に対し，周知くださるようお願いします。 

また，令和４年７月２９日付け障号外で通知しているとおり，令和４年８月１日以

降，各障害福祉サービス事業所等において，職員１人あたり２週間に１回程度の頻回

検査を要請しておりますので，引き続き，感染者の早期発見と感染拡大の防止に御協

力いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

【この通知に関するお問合せ】 

障害福祉課運営指導班 TEL：022-211-2558 
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